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信用保証付き融資における
保証料・利子減免
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【お問合せ先】
中小企業 金融・給付金相談窓口 03-3501-1544
※平日・休日9時00分～17時00分

都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・
無担保・据置最大５年・保証料減免の融資を拡大。さらに、信用保証付
き既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換可能。

【対象要件】
SN４号・５号・危機関連保証の適用要件と連動した売上高等の減少を満
たせば、保証料補助と利子補給を実施。
①個人事業主（事業性のあるフリーランス含む、小規模に限る）

・・・売上高等前年同月比▲５％以上減少で
保証料ゼロ＋金利ゼロ

②小・中規模事業者（①除く）
・・・売上高等前年同月比▲５％以上減少で

保証料１／２
・・・売上高等前年同月比▲15％以上減少で

保証料ゼロ＋金利ゼロ

【融資上限】3000万円 【担保】無担保
【据置期間】５年以内
【保証料補助割合】 1/2 または 10/10

【金利補給期間】
当初３年間、４年目以降は制度融資所定金利
【既往債務の借換】
信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質
無利子融資への借換が可能。

本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容
が今後変更等されることがあります。事業の詳細が決定次第、速やかに経
済産業省HP等で公表させていただきます。

令和2年度補正予算の成立が前提
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【お問合せ先】
中小企業 金融・給付金相談窓口 03ｰ3501ｰ1544
※平日・休日9時00分～17時00分

【適用対象】
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナ
ウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借
入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

①個人事業主（事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る）：要件なし
②小規模事業者（法人事業者） ：売上高▲15％減少
③中小企業者（上記➀➁を除く事業者）：売上高▲20％減少
※小規模要件

・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

【利子補給】
・期間：借入後当初3年間
・補給対象上限：（日本公庫等）中小事業1億円、国民事業3,000万円

（商工中金）危機対応融資1億円
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が
固まり次第中企庁HP等で公表予定です。

特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、
「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による
「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が
急減した事業者などに対して、利子補給を実施。
公庫等の既往債務の借換も実質無利化の対象に。
※新型コロナウイルス対策マル経融資及び公庫の既往債務借換は、
令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今
後変更等されることがあります。

※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合
には 本制度の遡及適用が可能です。

※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナ
ウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイ
ルス対策衛経」との合計で3,000万円となります。

令和2年度補正予算の成立が前提
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【対象制度】
（１）日本政策金融公庫等
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策マル経融資
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策衛経 等

（２）商工組合中央金庫等
・危機対応融資

【金利引き下げ・実質無利子化の限度額】
（１）日本政策金融公庫等

中小事業 1億円、国民事業 3千万円
（２）商工中金 1億円

【借換え限度額 (※）】
（１）日本政策金融公庫等

中小事業 3億円、国民事業 6千万円、
（２）商工中金 3億円

※限度額は新規融資と公庫等の既往債務借換の合計額

本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、
事業内容が今後変更等されることがあります。詳細な条件や申
請方法等については、決定次第速やかに、経済産業省HP等で
公表させていただきます。

令和2年度補正予算の成立が前提

日本公庫等の既往債務の借換
※日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付や

商工組合中央金庫の危機対応融資について、公庫や危機対応
融資の既往債務の借換も可能とし、実質無利子化の対象にします。

【お問合せ先】
中小企業 金融・給付金相談窓口 03ｰ3501ｰ1544
※平日・休日9時00分～17時00分

③
給
付
金

④
設
備
投
資
・
販
路
開
拓

⑤
経
営
環
境

①
経
営
相
談

②
資
金
繰
り

⑥
税
等



24

持続化給付金
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【お問合せ先】
中小企業庁 金融・給付金相談窓口 03ｰ3501ｰ1544
※平日・休日9時00分～17時00分

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金
を支給します。

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事
業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響
により、売上が前年同月比で50％以上減少している者

【給付額】
前年の総売上(事業収入)

— (前年同月比▲50％月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、
法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。

本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、
事業内容が今後変更等されることがあります。詳細な条件や申
請方法等については、決定次第速やかに、経済産業省HP等で
公表させていただきます。

令和2年度補正予算の成立が前提となります
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新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるた
めに前向きな投資を行う事業者向けに、「生産性革命推進事業」における各
補助事業の補助率又は補助上限を引き上げた「特別枠」を新たに設けます。
（令和２年度補正予算案700億円）
※現在公募を行っている各補助事業と同じスケジュールで公募を実施
※本特別枠は、年度内に予定している締切に適用
※特別枠を反映した公募要領は準備が整い次第、順次公開予定

各補助事業の拡充内容
①ものづくり補助金：補助率を1/2から2/3へ引上げ
中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、新製品・サービス・生産プロ
セスの改善に必要な設備投資等を支援
②持続化補助金：補助上限を50万円から100万円へ引上げ
小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を作成して
取り組む販路開拓等の取組を支援
③IT導入補助金：補助率を1/2から2/3へ引上げ
中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、ハードウェア(ＰＣ、タブレッ
ト端末等)のレンタル等も含めた、ITツール導入を支援

【申請要件】
補助対象経費の1/6以上が、以下の要件に合致する投資であること
Ａ：サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
（例：部品調達困難による部品内製化、出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓）
Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・
システム投資を行うこと
（例：店舗販売からＥＣ販売へのシフト、ＶＲ・オンラインによるサービス提供）
Ｃ：テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
（例：ＷＥＢ会議システム、ＰＣ等を含むシンクライアントシステムの導入）

令和2年度補正予算の成立が前提となります

本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容
が今後変更等されることがあります。事業の詳細が決定次第、速やかに経
済産業省HP等で公表させていただきます。
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サプライチェーン対策のための国内投資促進事業大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

【お問合せ先】

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、我が国サプライチェーンの脆弱化が顕在
化したことを受け、特定国に依存する製品・部素材、または国民が健康な生
活を営む上で重要な製品等について、国内へ生産拠点等を整備しようとする
際の設備導入等を支援します。

基本情報
対象 ：大企業・中小企業等
補助率：中小企業等2/3、大企業1/2 等
補助対象経費：建物・設備の導入費（F/S含む）
事業イメージ
(1)特定国に依存する製品・部素材の依存度低減のための拠点整備

(例)特定国にあった生産拠点を日本国内に移転

制度について 地域経済産業政策課 電話番号：03-3501-1697
事業実施について 地域産業基盤整備課 電話番号：03-3501-1677
受付時間：10:00～12:00／13:00～17:00（土日祝日除く）

海外現地生産

生産拠点を国内に整備

製品・部素材の供給ストップ

工場内のライン新設による生産拠点の増強

(2)国民が健康な生活を営む上で重要な製品等の生産拠点等整備
(例)輸入に依存していた製品等の内製化のための生産拠点の増強

令和2年度補正予算の成立が前提となります

本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容
が今後変更等されることがあります。事業の詳細が決定次第、速やかに経
済産業省HP等で公表させていただきます。
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昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入
が急減しているという状況を踏まえ、2月以降、売上が減少（前年同
月比▲20％以上）したすべての事業者について、無担保かつ延滞
税なしで納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など、基
本的にすべての税が対象となります。

詳細は、以下のURLまたは右のQRコードよりご確認ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

現行制度 特例
 一定の期間（原則1年）

において、大幅な赤字が
発生した場合に納税を猶
予。

 2020年2月から納期限ま
での一定の期間（1か月
以上）において、収入が
減少※した場合に1年間
納税を猶予。
※前年同期比概ね20％以上

 原則として、担保の提供が
必要。

 担保は不要。

 延滞税は軽減
（年1.6％）

 延滞税は免除。

※標準的な税の納付期限
・法人税 事業年度終了から２ヶ月以内（３月末決算であれば５月末）
・消費税 事業年度終了から２ヶ月以内（同上）
※個人事業者は3月末（2020年は4月16日）

・申告所得税 3月15日（※2020年は4月16日以降も柔軟に申告を受付）
・固定資産税 基本的に、４～６月で自治体が定める日（第１期分）

※関係法案が国会で成立することが前提
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資本金１億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の
場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。
今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも
拡大します。

欠損金の繰戻し還付

55

30万円 （200万円）

45万円 （300万円）

法人税額
75万円

還付

前事業年度 当年度

欠損金

繰戻

200万円

①当年度 ：欠損金200万円
②前事業年度：課税所得500万円
※前事業年度に納付した法人税額500万円×15％（法人税率）＝75万円の場合

前事業年度法人税額 【75万円】
×当年度の欠損金額 【200万円】

÷前事業年度の所得金額 【500万円】 ＝30万円

前提

還付額の計算

現行 特例

中小企業者（資本金１億円以下） 資本金1億円超～10億円以下の法人に拡大

〇現行制度のイメージ

※特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提
（令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用）
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1．固定資産税・都市計画税の減免
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備
や建物等の2021年度※の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に
応じ、ゼロまたは1／2とします。
※2020年度の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置（売上が前年同月比20％以上減）
に基づき、１年間、納税猶予可能です。

【お問い合わせ先】
固定資産税の特例の拡充・延長に関するお問い合わせ：
03ｰ3501ｰ1816（中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課）
※その他の制度の具体的な内容に関するお問い合わせ先は、詳細が確定次第アップいたします。

固定資産税等の軽減

２．固定資産税の特例（固定ゼロ）の拡充・延長
現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の
定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免除されますが、今般、本
特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月
末までとなっている適用期限を2年間延長します。※門や塀、看板（広告塔）や受変電設備など。

56

＜減免対象＞※いずれも市町村税
・設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税（通常、取得額または評価額の1.4％）
・事業用家屋に対する都市計画税（通常、評価額の0.3％）

2020年2月～10月までの任意の３ヶ月間の
売上高の対前年同期比減少率 減免率

３０％以上５０％未満 ２分の１
５０％以上減少 全額

中小企業
（先端設備等導入計画の策定）

申請 認定

国
（導入促進指針の策定）

市町村
（導入促進基本計画の策定）

協議 同意

対象
地域

全国1,646自治体（うち1,642がゼロ（2月末時点））
※導入促進基本計画の同意を受けた市町村

対象
設備

機械装置・器具備品などの償却資産
※旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上するもの

事業用家屋と構築物を対象追加
• 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設

備等とともに導入されたもの
• 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上する

もの
※既に「先端設備等導入計画」の申請をしている方は、計画を変更し、

事業用家屋と構築物の導入について同計画中に位置付ける必要があります。

特例
措置

固定資産税（通常、評価額の1.4％）について、
投資後３年間、ゼロ～1／2に軽減

※軽減率は各自治体が条例で定める

※いずれの措置も関係法案が国会で成立することが前提

③
給
付
金

④
設
備
投
資
・
販
路
開
拓

⑤
経
営
環
境

①
経
営
相
談

②
資
金
繰
り

⑥
税
等


